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�愛媛県告示第９８５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３項の規

定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 特約業者の指定の取消し…………………………………………………６０４

○ 医療機関の指定……………………………………………………………６０４
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○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出………………………６１０

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の廃止の届出…………………６１０

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（４件）………………………６１０

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………６１２

○ 町営土地改良事業の施行の同意（３件）………………………………６１３

○ 家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告の徴求について………………６１３

○ 保安林予定森林……………………………………………………………６１５

○ 道路の区域変更（県道寺尾重信線）……………………………………６１５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６１５

○ 道路の供用開始（県道松山川内線）……………………………………６１５

○ 道路の区域変更（県道櫛生大洲線）……………………………………６１６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６１６

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）……………………………………６１６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………６１７
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○ 不在者投票のできる施設の指定…………………………………………６１７

正 誤

○ 平成１９年５月２２日付け第１８６３号中………………………………………６１７

告 示

発 行 愛 媛 県

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

旭油脂株式会社
代表取締役 田中 亮二 松山市大手町二丁目５番地６ 平成１９年

３月３１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

Ｄｒ．盛次診療
所 盛 次 義 隆 伊予郡松前町筒井１５４０ 平成１９年

５月１日

いしまる皮ふ科 医療法人
いしまる皮ふ科

新居浜市中村松木一丁目
７番８号

平成１９年
５月１日

やませみ薬局 株式会社 仁 新居浜市喜光地町一丁目
１４－１０

平成１９年
４月５日

オレンジ薬局 有限会社
たけだ調剤薬局

新居浜市中村松木一丁目
７番７号

平成１９年
５月１日

かとう調剤薬局 加 藤 収 子 新居浜市高田二丁目４番
１８号

平成１９年
５月１日

あかり調剤薬局 有限会社
れ ん げ 堂 西条市円海寺１番地２ 平成１９年

５月１日

近 藤 医 院 近 藤 文 雄 西予市宇和町卯之町一丁
目３７６－２

平成１９年
５月１日

愛媛県立子ども
療育センター 愛 媛 県 東温市田窪２１３５番地 平成１９年

４月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アイ・ティーフード
サービス

広島県広島市中区中町７番１６
号

訪問看護ステーション花みか
ん 伊予郡松前町昌農内６１３－４ 平成１９年４月２７日

毎週（火・金）曜日発行 第１８６４号 平成１９年５月２５日

平成１９年５月２５日金曜日 第１８６４号

愛 媛 県 報

６０４
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�愛媛県告示第９８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ヘルプサービス
繭 曽 我 信 也 伊予郡松前町北黒田６１３

－１５
平成１９年
４月２０日

ヘルプサービス
繭 山 � 義 照 伊予郡松前町北黒田６１３

－１５
平成１９年
４月２０日

療養マッサージ
桃李 宮 内 さゆり 八幡浜市保内町宮内１－

１０３
平成１９年
４月１日

療養マッサージ
桃李 毛 利 勝 徳 八幡浜市保内町宮内１－

１０３
平成１９年
４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

千 葉 薬 局 千 葉 隆 子 新居浜市東田二丁目甲１８
４１－１

平成１９年
４月１日

ハート調剤薬局 有限会社
メディシス西条 西条市大町７７３－１ 平成１９年

４月１日

療養マッサージ
桃李 清 水 昌 二 八幡浜市保内町宮内１－

１０３
平成１９年
４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ コムスンのやわらぎ西条朔日
市 西条市朔日市７８番地７ 平成１９年４月１２日

特定非営利活動法人アクティ
ブボランティアセンター阿蔵
の森

大洲市阿蔵甲１９６１番地１ デイサービス阿蔵の森 大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 平成１９年４月２３日

特定非営利活動法人アクティ
ブボランティアセンター阿蔵
の森

大洲市阿蔵甲１９６１番地１ グループホーム阿蔵の森 大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 平成１９年４月１８日

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成１９年３月２９日

原井川建設有限会社 西予市野村町渓筋１号１３０９番
地１ グループホームあいの里 西予市野村町阿下６号５８８番

地 平成１９年４月１７日

社会福祉法人幸楽 東温市見奈良１１５３番地 社会福祉法人幸楽訪問介護事
業所 東温市見奈良１１５３番地 平成１９年４月１８日

財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 財団法人正光会デイサービス
センター集い 宇和島市吉田町本町６９番地 平成１９年５月１日

株式会社サンプロジェクト 宇和島市中沢町一丁目１番４７
号

さくら・介護ステーション明
倫

宇和島市中沢町一丁目１番５１
号 平成１９年５月２日

社会福祉法人回生会 西条市飯岡３３８３番地 神拝の家 西条市喜多川４５２－１ 平成１９年４月２４日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６０５
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�愛媛県告示第９９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社アコンプリシ－ 松山市久万ノ台１７６番地３ 居宅介護支援事業所笑歩会 宇和島市保田甲９８３番地５ 平成１９年４月１０日

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 居宅介護支援事業所スマイル
ライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成１９年３月２９日

社会福祉法人幸楽 東温市見奈良１１５３番地 社会福祉法人幸楽居宅介護支
援事業所 東温市見奈良１１５３番地 平成１９年４月１８日

有限会社たんぽぽ介護サービ
ス 東温市見奈良３９９ たんぽぽ介護支援センター 東温市見奈良３９９ 平成１９年４月２６日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７ 平成１９年４月１日

株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３
号 株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３

号 平成１９年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人内子町社会福祉
協議会 喜多郡内子町内子１５１５番地 内子町社会福祉協議会訪問介

護事業所小田支所 喜多郡内子町小田８２番地 平成１９年４月６日

社会福祉法人内子町社会福祉
協議会 喜多郡内子町内子１５１５番地 内子町社会福祉協議会訪問入

浴介護事業所 喜多郡内子町小田８２番地 平成１９年４月６日

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 訪問介護センターやすらぎ 喜多郡内子町内子７１６番地 平成１９年４月１日

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 デイサービスセンターやすら
ぎ 喜多郡内子町内子７１６番地 平成１９年４月１日

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 デイサービス施設ひろみ奈良
の里

北宇和郡鬼北町大字奈良２０６７
番地 平成１９年４月１日

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 老人短期入所施設ひろみ奈良
の里

北宇和郡鬼北町大字奈良２０６７
番地 平成１９年４月１日

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 デイサービス施設古城園 北宇和郡松野町豊岡４５９８番地
第１ 平成１９年４月１日

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 老人短期入所施設古城園 北宇和郡松野町豊岡４５９８番地
第１ 平成１９年４月１日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６０６



医療法人友和会 北宇和郡鬼北町大字近永１５１７
番地３ 介護老人保健施設たんぽぽ 北宇和郡鬼北町大字近永５７４

番地 平成１９年３月２７日

有限会社ケアステーションま
すほ

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

ケアステーションますほ指定
訪問介護事業所

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１ 平成１９年４月１日

有限会社ケアステーションま
すほ

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

指定通所介護事業所ますほの
里

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１ 平成１９年４月１日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７ 平成１９年４月１日

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２－１ ラポールヘルパーステーショ
ン 宇和島市新町１－４－１０ 平成１９年４月１日

介護センターアットホーム合
資会社 宇和島市川内甲１０９９－６ 介護センターアットホーム 宇和島市川内甲１０９９－６ 平成１９年４月１日

社団法人全国社会保険協会連
合会

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

宇和島社会保険介護老人保健
施設パール荘

宇和島市賀古町一丁目２番２０
号 平成１９年４月１日

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号 ケアサポートセンター喜光地 新居浜市喜光地町一丁目４番

１９号 平成１９年４月１０日

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号 ヘルパーステーション若水館 新居浜市若水町一丁目９番１３

号 平成１９年４月１０日

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番１３
号 デイサービスセンター若水館 新居浜市若水町一丁目９番１３

号 平成１９年４月１０日

株式会社セイフティー東予 新居浜市松の木町１番１４号 デイサービス竹トンボ 新居浜市落神町３番１１号 平成１９年４月１０日

株式会社すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番
５０号 指定訪問介護事業所すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番

５０号 平成１９年４月１８日

株式会社すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番
５０号 福祉用具貸与事業所すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番

５０号 平成１９年４月１８日

社会福祉法人新居浜市社会福
祉協議会 新居浜市高木町２番６０号 社会福祉法人新居浜市社会福

祉協議会指定訪問介護事業所 新居浜市高木町２番６０号 平成１９年４月１７日

社会福祉法人新居浜市社会福
祉協議会 新居浜市高木町２番６０号

社会福祉法人新居浜市社会福
祉協議会指定訪問入浴介護事
業所

新居浜市高木町２番６０号 平成１９年４月１７日

日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４号 日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４号 平成１９年５月１日

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 老人保健施設ちかい 四国中央市土居町土居２２２７番

地３２ 平成１９年３月２８日

有限会社まごの手 四国中央市川之江町４１０５番地
２１ まごの手 四国中央市川之江町４１０５番地

２１ 平成１９年４月１０日

株式会社スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ スマイルライフ 四国中央市下柏町６６１番地１ 平成１９年３月２９日

有限会社田窪若草ヘルパー 西予市明浜町狩浜２番耕地３
番地１ 有限会社田窪若草ヘルパー 西予市明浜町狩浜２番耕地３

番地１ 平成１９年４月１０日

原井川建設有限会社 西予市野村町渓筋１号１３０９番
地１ グループホームあいの里 西予市野村町阿下６号５８８番

地 平成１９年４月１７日

社会福祉法人幸楽 東温市見奈良１１５３番地 社会福祉法人幸楽訪問介護事
業所 東温市見奈良１１５３番地 平成１９年４月１８日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６０７
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�愛媛県告示第９９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人里久会 喜多郡内子町平岡甲１３５番地
１ 介護老人保健施設アンジュ 喜多郡内子町平岡甲１３３番地 平成１９年４月１１日

医療法人里久会 喜多郡内子町平岡甲１３５番地
１ 土居内科外科医院 喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 平成１９年４月１１日

社会福祉法人恩賜財団済生会
支部愛媛県済生会 松山市山西町９９７番地１

指定通所介護事業所済生会小
田デイサービスセンター緑風
荘

喜多郡内子町小田１４９－１ 平成１９年４月１２日

株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３
号 株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３

号 平成１９年４月１日

有限会社ケアーサポートゆず
りは 宇和島市祝森甲３０８１番地１ 有限会社ケアーサポートゆず

りは 宇和島市祝森甲３０８１番地１ 平成１９年４月１日

有限会社ケアーサポートゆず
りは 宇和島市祝森甲３０８１番地１ ゆずりはデイサービス 宇和島市祝森甲３０８１番地４７ 平成１９年４月１日

有限会社なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ なごみ 宇和島市保田甲３６０番地３ 平成１９年４月２７日

株式会社サンプロジェクト 宇和島市中沢町一丁目１番４７
号

さくら・介護ステーション明
倫

宇和島市中沢町一丁目１番５１
号 平成１９年５月２日

株式会社コムスン 東京都港区六本木６－１０－１ 株式会社コムスン宇和島ケア
センター

宇和島市佐伯町２－３－２１佐
伯町ハイム 平成１９年４月１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地 ニチイケアセンターたきはま 新居浜市阿島一丁目７番２４号 平成１９年４月１９日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地 ニチイケアセンターたきはま 新居浜市阿島一丁目７番２４号 平成１９年４月１９日

株式会社ディグ・ウェル 新居浜市宇高町一丁目３番７０
号

デイサービスセンターピッパ
ラ 新居浜市高田一丁目１－３ 平成１９年４月２０日

有限会社介護サービス友 新居浜市本郷三丁目５番３１号 有限会社介護サービス友訪問
介護事業所 新居浜市本郷三丁目５番３１号 平成１９年４月２５日

社会福祉法人回生会 西条市飯岡３３８３番地 神拝の家 西条市喜多川４５２－１ 平成１９年４月２４日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番９
号 デイサービス川辺の家 西条市船屋甲５８４番地２ 平成１９年４月１日

社会福祉法人中山梅寿会 伊予市中山町中山寅３８１番地 指定通所介護事業所なかやま
幸梅園 伊予市中山町中山寅３８１番地 平成１９年４月２７日

社会福祉法人中山梅寿会 伊予市中山町中山寅３８１番地 指定短期入所生活介護事業所
なかやま幸梅園 伊予市中山町中山寅３８１番地 平成１９年４月２７日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７ 平成１９年４月１日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６０８
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�愛媛県告示第９９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番
５０号 福祉用具貸与事業所すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番

５０号 平成１９年４月１８日

有限会社まごの手 四国中央市川之江町４１０５番地
２１ まごの手 四国中央市川之江町４１０５番地

２１ 平成１９年４月１０日

株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３
号 株式会社サンメディカル 宇和島市御幸町一丁目２番１３

号 平成１９年４月１日

株式会社すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番
５０号 福祉用具貸与事業所すみれ 新居浜市新須賀町三丁目１番

５０号 平成１９年４月２３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社介護サービスゆう 北宇和郡鬼北町永野市４６９番
地

（変更後）
宅老所ゆう

北宇和郡鬼北町奈良３７６８番３ 平成１６年１０月１９日
（変更前）
介護サービスゆう指定通所介
護事業所

有限会社介護サービスゆう 北宇和郡鬼北町永野市４６９番
地

（変更後）
グループホームゆう

北宇和郡鬼北町奈良３７６８番３ 平成１６年１０月１９日
（変更前）
介護サービスゆう指定痴呆対
応型共同生活介護事業所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号

ラポールヘルパーステーショ
ン

（変更後）
宇和島市新町１－４－１０

平成１７年１２月２１日
（変更前）
宇和島市恵美須町一丁目１番
３号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーションま
すほ

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

ケアステーションますほ指定
居宅介護支援事業所

（変更後）
宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

平成１８年１２月１日
（変更前）
宇和島市津島町高田丁９７６番
地１

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６０９
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�愛媛県告示第９９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４

月間縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ東田 新居浜市東田二丁目
１３３７－２外 大規模小売店舗を設置する者

及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
５月１４日

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか４
者

株式会社フジほか２
者

平成１６年
２月２２日
ほか

パルティ・フジ本郷 新居浜市本郷一丁目
８８９－１外 大規模小売店舗を設置する者

及び大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

平成１７年
９月１日

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

株式会社大創産業
東広島市西条町大字
吉行字向１番地の６０

株式会社大創産業
東広島市西条吉行東
一丁目４番１４号

平成１６年
３月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社介護サービスゆう 北宇和郡鬼北町永野市４７０番
地

有限会社介護サービスゆう指
定福祉用具貸与事業所

北宇和郡鬼北町永野市４７０番
地 平成１９年３月２９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人久万高原町社会
福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久万４５番
地２

久万高原町社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所おもご 上浮穴郡久万高原町渋草２３１０ 平成１９年３月３１日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６１０
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イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１００１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ東予Ａ 西条市周布７１５番１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
５月１４日

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の名称

株式会社フジ、株式
会社メディコ・二十
一、有限会社花泉、
有限会社千寿庵、有
限会社いめいじ、有
限会社プロフィット、
株式会社アイ・アイ・
エー、株式会社ライ
トオン

株式会社フジ、株式
会社メディコ・二十
一、有限会社花泉、
有限会社千寿庵、ビ
ジュアルイメージン
グ株式会社、有限会
社プロフィット、株
式会社アイ・アイ・
エー、株式会社ライ
トオン

平成１８年
６月１９日

パルティ・フジ東予Ｂ 西条市周布７１３番１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

平成１７年
９月１日

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

平成１８年
７月２４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労

政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１００２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工労政課並びに宇和島市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ宇和島 宇和島市恵美須町２
－３－２８ 大規模小売店舗を設置する者

及び大規模小売店舗において

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
５月１４日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号
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�愛媛県告示第１００４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市禎瑞土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

小売業を行う者の代表者の氏
名

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか４
者

株式会社フジほか３
者

平成１５年
５月３１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工

労政課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１００３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工労政課並びに愛南町役場において告示の日から４

月間縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ南宇和 南宇和郡愛南町城辺
乙５５４

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
時任 紀邦
株式会社宮田
代表取締役
宮田 雅之

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭
株式会社宮田
代表取締役
宮田 雅之

平成１７年
９月１日

平成１９年
５月１４日

株式会社フジ
代表取締役
高橋 吉昭
株式会社宮田
代表取締役
宮田 雅之

株式会社フジ
代表取締役
尾� 英雄
株式会社宮田
代表取締役
宮田 雅之

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか４
者

株式会社フジほか４
者

平成１７年
９月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び宇和島地方局産業経済部商工

労政課並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 井 和 広 西条市禎瑞３３０番地

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号
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�愛媛県告示第１００５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排

水施設整備事業・岩川地区）の施行に平成１９年５月１５日同意した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１００６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排

水施設整備事業・高山地区）の施行に平成１９年５月１５日同意した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１００７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事

業・高山地区）の施行に平成１９年５月１５日同意した。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１００８号
家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告の徴求について（平成１７年

１１月愛媛県告示第２０７３号）の一部を次のように改正し、平成１９年６

月４日から施行する。ただし、改正後の告示は、同日以降の期間に

係る家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５２条に基づく報

告の徴求について適用し、同日までの期間に係る報告については、

なお従前の例による。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３及び４を次のように改める。

３ 報告すべき事項

農場における毎月の第１月曜日から末日（同日が日曜日でない

ときは、翌月の第１日曜日）までの次に掲げる事項

� 飼養羽数

� 死亡羽数

� 鳥インフルエンザの可能性を否定できないような状況の有無

４ 報告書の提出期限

翌月の１０日（同日が愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛

県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休

日」という。）に当たるときは、当該県の休日の直前の県の休日

でない日）まで（必着）

別記様式を次のように改める。

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号
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別記様式（５関係） 家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告徴求命令に対する報告

家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告徴求命令に対する報告

年 月 日

家畜保健衛生所長 様

報告者住所
氏名
連絡先 電話

ＦＡＸ
電子メール

農場所在地

農場（ 年 月分報告）

項 目 内 容 備 考

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽
鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

□ あり
□ なし

（「あり」の場合

は、その態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽
鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

□ あり
□ なし

（「あり」の場合

は、その態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽
鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

□ あり
□ なし

（「あり」の場合

は、その態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽
鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

□ あり
□ なし

（「あり」の場合

は、その態様）

第 週
（ 月 日～ 月 日）

飼 養 羽 数 羽
死 亡 羽 数 羽
鳥インフルエンザの可能性を否定
できないような状況の有無

□ あり
□ なし

（「あり」の場合

は、その態様）

注１ 週の区分は、月曜日から日曜日までとすること。

２ 飼養羽数の備考の欄には、月ごと又は週ごとの産卵率の推移等を含む健康状態につい

ての特記事項を記載すること。

３ 死亡羽数の備考の欄には、通常の死亡率と比較して変動が認められるか、死亡日齢、

発生鶏舎等に偏りが認められるか等についての特記事項を記載すること。

４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６１４



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１００９号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市饒乙５１の２、乙５１の３、乙５３から乙５６まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

饒乙５１の２・乙５１の３・乙５３・乙５６（以上４筆について

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市熊田乙１４４、乙１４６から乙１４８まで、乙１４９の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

熊田乙１４４・乙１４６・乙１４９の１（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

宇和島市遊子９７６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字戸屋谷乙８６４番１地先から

同字乙８６５番１地先まで

旧 ５．６～２８．４ ０．０６９

新 １４．０～３８．４ ０．０６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 寺尾重信線
東温市山之内字戸屋谷乙８６４番１地先から

同字乙８６５番１地先まで
平成１９年５月２５日

愛 媛 県 報平成１９年５月２５日 第１８６４号

６１５
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その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市水泥町８８８番７から

同町８９６番１５まで
平成１９年５月２５日

〃 〃
松山市北梅本町甲７３２番３から

同町甲６６６番７まで
〃

〃 〃
松山市北梅本町甲６６６番６から

同町甲６６５番３まで
〃

〃 〃
松山市北梅本町甲６３９番４から

同町甲６３６番２まで
〃

〃 〃
松山市北梅本町甲６２７番８から

同町甲６２６番３まで
〃

〃 〃 松山市北梅本町甲６２０番３ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒丁４８９番６地先から

同市上須戒丁５２８番９まで

旧 ５．４～３７．０ ０．２４０

新 ８．４～６２．５ ０．２４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 櫛生大洲線
大洲市上須戒丁４８９番６地先から

同市上須戒丁５２８番９まで
平成１９年５月２５日
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選挙管理委員会告示

正 誤

�������
�愛媛県告示第１０１７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字北西原１８２３番４及び１８３１番２

２ 申請人の住所氏名

松山市清住二丁目１０９２番地５

株式会社清友 代表取締役 山本 守厚

３ 図面省略

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１９年５月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�正 誤

平成１９年５月２２日付け第１８６３号中

�愛媛県告示第１０１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市大平１番耕地４８０番１０から

同市大平１番耕地４８９番５まで

旧 １０．５～１４．５ ０．０１６

新 １５．５～２７．３ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市大平１番耕地４８０番１０から

同市大平１番耕地４８９番５まで
平成１９年５月２５日

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

特別養護老人ホ
ームアテーナ 松山市保免中三丁目３番２３号

５９２ 〃 ９３３ ９５８

５９３ 〃 ９３４ ９５９

５９３ 〃 ９３５ ９６０

５９３ 〃 ９３６ ９６１

５９３ 〃 ９３７ ９６２

５９３ 〃 ９３８ ９６３

５９３ 〃 ９３９ ９６４

５９３ 〃 ９４０ ９６５

５９４ 〃 ９４１ ９６６

５９４ 〃 ９４２ ９６７

５９４ 〃 ９４３ ９６８

５９５ 〃 ９４４ ９６９

５９７ 〃 ９４５ ９７０

５９８ 〃 ９４６ ９７１

５９８ 〃 ９４７ ９７２

５９８ 〃 ９４８ ９７３

５９８ 〃 ９４９ ９７４

５９９ 〃 ９５０ ９７５

５９９ 〃 ９５１ ９７６

ページ 箇 所 誤 正

５９２ 告示番号 ９３２ ９５７
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５９９ 〃 ９５２ ９７７

６００ 〃 ９５３ ９７８

６００ 〃 ９５４ ９７９

６００ 〃 ９５５ ９８０

６００ 〃 ９５６ ９８１

６０１ 〃 ９５７ ９８２

６０１ 〃 ９５８ ９８３

６０１ 〃 ９５９ ９８４

平成１９年５月２５日 発行
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